
68点が出展された。

審
査
員
講
評

　

審
査
員
の
先
生
方
の
講
評
は
次
の

と
お
り
で
す
（
一
部
を
抜
粋
）。

●
写
真
＝
芥
川
仁
先
生

　

応
募
作
品
か
ら
自
然
の
美
し
さ
を

賛
美
す
る
気
持
ち
と
野
生
の
生
命
に

対
す
る
愛
情
を
感
じ
た
。
自
然
豊
か

な
串
間
市
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ

方
々
が
応
募
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

う
れ
し
く
思
う
。
応
募
作
品
全
般
で
、

　　　　　　　　　　　　　　　
◎芸術に触れよう

あ
そ
ぼ
う
。

　

　
　
　
　

�

くしまを

首し
ゅ

（
柳り

ゅ
う

中ち
ゅ
う

庸よ
う

詩し

）
」
／
野
間
拓
耶

「
韋い

應お
う

物ぶ
っ

詩し

」
／
河
野
ヨ
シ
子

「
し
の
の
め
の
」

・�

努
力
賞
＝
長
友
優
佳「
陳ち

ん

有ゆ
う

守し
ゅ

詩し

」

・
新
人
賞
＝
永
友
美
季
「
臨り

ん

傅ふ

山ざ
ん

」

　

第
15
回
串
間
市
美
術
展
が
11
月
16

日
か
ら
21
日
ま
で
開
か
れ
ま
し
た
。

会
場
の
串
間
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

に
は
出
展
さ
れ
た
写
真
25
点
、
絵
画

24
点
、
書
道
19
点
、
合
計
68
点
が
展

示
さ
れ
ま
し
た
。

各
部
門
入
賞
者
・
作
品

　

各
部
門
の
入
賞
者
・
作
品
は
次
の

と
お
り
で
す
。

※
敬
称
は
省
略
し
て
い
ま
す
。

【
写
真
】

・
特
選
＝
黒
木
和
也
「
荘
厳
」

・�

奨
励
賞
＝
深
奥
隆
男
「
化
粧　

一

心
同
体
」
／
江
崎
利
雄
「
捕
獲
」

日
高
廣
志
「
静
寂
」

・�

努
力
賞
＝
長
田
有
司
「
赤
亀
の
生

態
」

・
新
人
賞
＝
井
手
保
宏
「
絆
」

【
絵
画
】

・
特
選
＝
岩
切
満
子
「
群
泳
」

・�

奨
励
賞
＝
黒
岩
憲
人
「
我
ら
地
球

防
衛
軍
」
／
城
弘
「
海
鵜
」
／
西

村
幸
子
「
壁
の
花
」

・
努
力
賞
＝
城
敏
「
夏
」

・
新
人
賞
＝
佐
伯
育
子
「
か
り
ん
」

【
書
道
】

・�

特
選
＝
鈴
木
美
和
子「
歳せ

い

暮ぼ

述じ
ゅ
っ

懐か
い

」

・�

奨
励
賞
＝
川
崎
忠
康
「
涼り

ょ
う

州し
ゅ
う

曲き
ょ
く

二に

分
か
っ
て
欲
し
い
気
持
ち
が
前
面
に

出
す
ぎ
て
作
者
の
感
動
が
伝
わ
ら
な

い
。
何
に
感
動
し
て
い
る
の
か
を
自

覚
し
、
素
直
に
撮
影
す
る
こ
と
で
鑑

賞
者
は
感
動
を
共
有
で
き
る
。

●
絵
画
＝
河
辺
一
周
先
生

　

技
法
、
表
現
、
構
成
と
も
に
質
の

高
い
版
画
に
比
べ
、
油
彩
・
デ
ザ
イ

ン
に
今
一
歩
の
完
成
度
が
ほ
し
い
。

特
選
「
群
泳
」
は
色
が
美
し
い
。
動

き
の
あ
る
構
図
も
気
に
入
っ
た
。
魚

の
鱗う

ろ
こ

に
銀
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
に
生

命
感
が
あ
る
。

●
書
道
＝
陣
軍
陽
先
生

　

篆て
ん

・
隷れ

い

・
楷か

い

・
行ぎ

ょ
う

草そ
う

・
か
な
・
調

和
体
と
、
各
体
に
わ
た
り
出
品
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
結
構
で
あ

る
。
だ
が
、
出
品
者
数
の
少
な
い
の

は
残
念
。
近
く
に
指
導
者
が
い
な
け

れ
ば
、
遠
く
ま
で
出
掛
け
て
勉
強
す

る
意
欲
を
望
み
た
い
。
書
は
白
と
黒

（
空
間
と
字
座
）、
文
字
の
構
成
、
潤

渇
、
動
と
静
に
よ
る
時
間
の
流
れ
、

気
韻
、
精
神
性
な
ど
多
様
な
要
素
を

持
つ
。
ま
ず
は
ど
れ
か
ひ
と
つ
古
典

を
決
め
て
学
習
の
出
発
点
と
し
て
欲

し
い
。

来
年
は
ぜ
ひ
挑
戦
を

　

今
回
の
串
間
市
美
術
展
は
新
人
の

方
の
出
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
、
今
か
ら
で
も
ま
だ
遅
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
腕
を
磨

い
て
、
来
年
は
ぜ
ひ
写
真
・
絵
画
、

書
道
の
い
ず
れ
か
の
部
門
で
、
串
間

市
美
術
展
に
出
品
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

第15回串間市美術展。今年も力作が揃いました。

書道の部　特選
鈴�木�美和子「歳暮述懐」

年 金 ニ ュ ー ス

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
・
学
生
な
ど
）の

た
め
の
独
自
の
給
付

　

自
営
業
・
学
生
な
ど
の
国
民
年
金

に
加
入
し
て
い
る
方
は
国
民
年
金
第

１
号
被
保
険
者
で
す
。
第
１
号
被
保

険
者
の
遺
族
給
付
で
あ
る
遺
族
基
礎

年
金
は
子
ど
も
の
い
る
妻
し
か
受
給

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
寡
婦
年
金

と
死
亡
一
時
金
の
２
つ
の
独
自
の
給

付
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
定
額
保
険

料
に
上
乗
せ
し
て
付
加
保
険
料
を
納

め
る
と
、
付
加
年
金
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

●
寡
婦
年
金

　

第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被

保
険
者
も
含
む
）
と
し
て
保
険
料
を

納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
）

が
25
年
以
上
あ
る
夫
が
何
も
年
金
を

受
け
な
い
で
亡
く
な
っ
た
場
合
支
給

さ
れ
ま
す
。

・�

受
け
と
る
人
＝
10
年
以
上
婚
姻
関

係
（
事
実
婚
も
含
む
）
の
あ
っ
た

妻
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

・�

寡
婦
年
金
額
＝
夫
が
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
第
一
号
被
保
険
者
に
か

か
る
老
齢
基
礎
年
金
の
４
分
の
３

の
額

※�

若
年
者
納
付
猶
予
期
間
、
学
生
納

付
特
例
期
間
は
年
金
額
に
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

・�

支
給
の
対
象
外
と
な
る
場
合
＝
亡

く
な
っ
た
夫
が
、
障
害
基
礎
年
金

第
１
号
被
保
険
者
の
た
め
の

独
自
給
付
制
度
の
お
知
ら
せ

■�

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
独
自
給
付
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

の
受
給
権
者
で
あ
っ
た
場
合
や
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
場
合
。
ま
た
妻
が
繰
り
上
げ
支

給
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い

る
場
合
。

●
死
亡
一
時
金

　

３
年
（
36
月
）
以
上
第
１
号
被
保

険
者（
任
意
加
入
被
保
険
者
を
含
む
）

の
保
険
料
を
納
付
（
一
部
納
付
済
も

含
む
）
し
た
人
が
、老
齢
基
礎
年
金
・

障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受
け
な

い
で
死
亡
し
、
そ
の
遺
族
が
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

・�

受
け
と
る
人
の
順
位
＝
①
配
偶
者

②
子
ど
も
③
父
母
④
孫
⑤
祖
父
母

⑥
兄
弟
姉
妹

　

死
亡
一
時
金
額
は
、
第
１
号
被
保

険
者
と
し
て
保
険
料
を
納
め
た
期
間

に
応
じ
支
給
さ
れ
ま
す
（
付
加
年
金

を
３
年
以
上
納
付
し
て
い
た
と
き
は
、

８
、
５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
）
。

※�

一
部
納
付
は
月
数
が
変
わ
り
ま
す
。

死
亡
一
時
金
を
受
け
る
権
利
は
、

２
年
間
で
時
効
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・�

支
給
の
対
象
外
と
な
る
場
合
＝
遺

族
が
、
遺
族
基
礎
年
金
の
支
給
を

受
け
ら
れ
る
と
き
。�

　

�

寡
婦
年
金
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
ま
す
。

●
付
加
年
金

　

将
来
の
生
活
設
計
に
あ
わ
せ
て
年

金
額
を
よ
り
高
い
も
の
に
し
た
い
方

の
た
め
に
定
額
保
険
料
に
上
乗
せ
し

て
付
加
保
険
料
を
納
め
る
と
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
と
き
に
、
上
乗

せ
の
付
加
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。

・
付
加
保
険
料
月
額
＝
４
０
０
円

・�

付
加
年
金
額
年
額
＝
２
０
０
円
×

納
付
月
数

※�

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
ま
た
は

繰
下
げ
支
給
を
受
け
ら
れ
た
場
合

は
、
付
加
年
金
額
も
老
齢
基
礎
年

金
と
同
じ
割
合
で
減
額
ま
た
は
増

額
さ
れ
た
額
に
な
り
ま
す
。

未
支
給
年
金
請
求
の
手
続
き
は

お
済
で
す
か
？

　

年
金
受
給
者
の
方
が
お
亡
く
な
り

に
な
っ
た
場
合
、
死
亡
日
の
属
す
る

月
ま
で
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
だ
支
給
さ
れ
て
い
な
い
年
金
が

あ
る
場
合
、
そ
の
家
族
は
未
支
給
年

金
の
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
請
求
書
は
年
金
の
死
亡
届
も

兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
受
け
て
い
た
年
金
の
種
類

に
よ
っ
て
提
出
先
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

・�

請
求
で
き
る
親
族
の
範
囲
＝
請
求

で
き
る
親
族
は
、
死
亡
し
た
受
給

権
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た

親
族
で
順
位
が
あ
り
ま
す
。

　

�

①
配
偶
者
（
内
縁
も
含
む
）
②
子

ど
も
③
父
母
④
孫
⑤
祖
父
母
⑥
兄

弟
姉
妹

　

�

同
順
位
者
が
２
人
以
上
い
る
場
合

は
、
そ
の
う
ち
の
だ
れ
か
が
代
表

し
て
請
求
し
ま
す
。

※�

未
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
５
年

間
で
時
効
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
都
城
年
金
事
務

所
☎
０
９
８
６
︱
23
︱
２
５
７
１
、

市
民
生
活
課
市
民
係
☎
内
線
２
２

５
・
２
２
６

絵画の部　特選
岩�切�満�子「群泳」

写真の部　特選
黒�木�和�也「荘厳」
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